
様式１

３－２－１ 1
区庁舎
駐車場・車両

３－２－１ 2 地区センター等（委託館）

事　業　評　価　書　目　次　（令和４年度）

款項目 評価書番号 事　　業　　名

[　　瀬谷区　　]



（様式２－２）

3 款 2 項 1 目 3 － 2 － 1

■ ■ ■

□

□ 法令に基づく義務的経費 ■ 内部事務経費のみ

□ 有 ■ 無

係

事業の目的
(事業開始の

経緯）
瀬谷区（総合）庁舎、駐車場及び公用車等の管理運営を行う。

庁舎の保守点検や駐車場の管理、車両の維持管理を行った。

令　和　４　年　度　事　業　評　価　書

令和３年度
事業名

所管区局・課 瀬谷区総務課
令和４年度
事業評価書

番号区庁舎・駐車場・車両

実施根拠
法律 条例 規則

具体的
名称

消防法、建築基準法、駐車場法、道路運送車両法、租税特別措置法、高齢者、身
体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律、建築物に
おける衛生的環境の確保に関する法律、横浜市区役所職員派出所設置規程、横浜
市駐車場条例等

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

1

法令等

その他

指標名（単位） 平成30年度実績 令和元年度実績 令和２年度実績 令和３年度実績

目標

実績

目標

実績

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

現計予算額 51,822千円 53,682千円 54,254千円 53,139千円

支出済額 54,138千円 51,437千円 51,454千円 57,747千円

繰越額

△ 2,316千円 2,245千円 2,800千円 △ 4,608千円

1.0人

執行率（％） 104% 96% 95% 109%

人
件
費

一般職職員 1.0人 1.0人 1.0人

本資料は、公正・適正に作成しました。 森田　伸一 加藤　系 山本　麻依子

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業目的に
対する
有効性

本事業の
効率性・
類似性

管理運営上で必要な経費のため、現状見直しの余地がない。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

自己評価
及び

事業見直し
の方向性

施設の維持管理に必要な経費であるため、引き続き適正に実施していく。

予算調整

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

▲ 36千円 6,293千円

課長 係長

概算人件費 8,785千円 8,823千円 8,770千円 8,770千円

総 事 業 費 62,923千円 60,260千円 60,224千円 66,517千円

増▲減 ― ▲ 2,663千円

再任用職員

差▲引



（様式２－２）

3 款 2 項 1 目 3 － 2 － 1

□ ■ ■

□

□ 法令に基づく義務的経費 ■ 内部事務経費のみ

□ 有 □ 無

係

事業の目的
(事業開始の

経緯）

区民活動や地域交流の拠点として、地区センター、スポーツセンター、区民文化センター、コミュニティスクール等の区民利用施設が
設置されました。

区内にある地区センターやこどもログハウス等の区民利用施設の指定管理者による管理運営。

令　和　４　年　度　事　業　評　価　書

令和３年度
事業名

所管区局・課 瀬谷区地域振興課
令和４年度
事業評価書

番号地区センター等（委託館）

実施根拠
法律 条例 規則

具体的
名称

横浜市地区ｾﾝﾀｰ条例、横浜市地区ｾﾝﾀｰ条例施行規則、横浜
市公園条例、横浜老人福祉施設条例、横浜市ｽﾎﾟｰﾂ施設条
例、横浜市区民文化センター条例、横浜市区民文化セン
ター条例施行規則等

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

2

法令等

その他

指標名（単位） 平成30年度実績 令和元年度実績 令和２年度実績 令和３年度実績

目標

実績

目標

実績

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

現計予算額 233,016千円 235,270千円 238,587千円 247,502千円

支出済額 234,008千円 236,867千円 239,250千円 247,042千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

△ 992千円 △ 1,597千円 △ 663千円 460千円

0.7人

0.0人 0.0人

執行率（％） 100% 101% 100% 100%

人
件
費

一般職職員 0.7人 0.7人 0.7人

0.0人 0.0人

本資料は、公正・適正に作成しました。 松岡　文和 小池　崇裕 内山　知里

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業目的に
対する
有効性

本事業の
効率性・
類似性

指定管理者制度の導入によりコストの削減が図られています。今後も、効率的運営及び施設の安全管理に努め、利用者ニーズや地
域の実情に応じた施設運営により区民サービスの向上を目指していきます。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

自己評価
及び

事業見直し
の方向性

感染症拡大防止策を講じながら、利用者サービスの向上をすすめ、利用者数の増を図るとともに、経年劣化による施設の修繕につい
て、施設管理者と連携し計画的に実施します。

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

2,346千円 7,792千円

課長 係長

概算人件費 6,150千円 6,176千円 6,139千円 6,139千円

総 事 業 費 240,158千円 243,043千円 245,389千円 253,181千円

増▲減 ― 2,886千円

再任用職員

差▲引


